
広
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
告
示
第
七
号 

教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
四
年
七
月
十
四
日 

広
島
県
教
育
委
員
会 

教
育
長 

平

川

理

恵

教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
五
年
広
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
告
示
第
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改

正
す
る
。 

改

正

後

改

正

前

 

（
様
式
） 

第
二
条 

（
略
） 

書

類

様

式

（
略
） 

（
略
） 

十
一 

教
育
職
員
免
許
状
再
交

付
申
請
書
（
免
許
状
規
則
第

十
四
条
第
一
号
） 

様
式
第
十
一
号 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

こ
れ
ら
の
様
式
中
「
昭
和
・
平
成
」
と
あ

る
の
は
、
必
要
に
応
じ
て
「
令
和
」
な
ど
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
様

式
中
生
年
月
日
に
係
る
部
分
は
、
外
国
人
の
場

合
に
あ
つ
て
は
、
「
昭
和
・
平
成 

年

月

日

生
」
と
あ
り
、
又
は
「
昭
和
・
平
成 

年

月

日
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「 

年

月

日

生
」
又
は
「 

年 

月 

日
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。 

（
様
式
） 

第
二
条 

（
略
） 

書

類

様

式

（
略
） 

（
略
） 

十
一 
教
育
職
員
免
許
状
再
交

付
申
請
書
（
免
許
状
規
則
第

十
四
条
第
一
号
） 

様
式
第
十
一
号 

十
一
の
二 

有
効
期
間
更
新
（

更
新
講
習
修
了
確
認
）
申
請

書
（
免
許
状
規
則
第
十
四
条

の
二
第
一
項
第
一
号
） 

様
式
第
十
一
号

の
二 

十
一
の
三 

免
許
状
更
新
講
習

免
除
に
よ
る
有
効
期
間
更
新

（
免
許
状
更
新
講
習
免
除
）

申
請
書
（
免
許
状
規
則
第
十

四
条
の
二
第
二
項
第
一
号
） 

様
式
第
十
一
号

の
三 

十
一
の
四 

有
効
期
間
延
長
（

修
了
確
認
期
限
延
期
）
申
請

書
（
免
許
状
規
則
第
十
四
条

の
三
第
一
号
） 

様
式
第
十
一
号

の
四 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

こ
れ
ら
の
様
式
中
「
昭
和
」
と
あ
る
の
は
、 

必
要
に
応
じ
て
「
明
治
」
、
「
大
正
」
又
は
「 

平
成
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、 

こ
れ
ら
の
様
式
中
生
年
月
日
に
係
る
部
分
は
、 

外
国
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
「
昭
和 

年

月

日
生
」
と
あ
り
、
又
は
「
昭
和 

年

月

 

日
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「 

年

月

日
生
」
又
は
「 

年 

月 

日
」
と
読
み
替
え 

る
も
の
と
す
る
。 

第
三
条 

免
許
状
規
則
第
五
条
第
一
項
第
十
号
、
第
六
条

第
十
一
号
、
第
六
条
の
二
第
一
項
第
十
号
、
第
七
条
第

一
項
第
十
号
、
第
八
条
第
一
項
第
九
号
、
第
九
条
第
六

号
、
第
十
一
条
第
七
号
及
び
第
十
二
条
第
一
項
第
十
一

号
に
規
定
す
る
戸
籍
抄
本
又
は
戸
籍
個
人
事
項
証
明

書
の
提
出
部
数
は
、
同
時
に
複
数
の
申
請
書
を
提
出
す

第
三
条 

免
許
状
規
則
第
五
条
第
一
項
第
十
一
号
、
第
六

条
第
十
二
号
、
第
六
条
の
二
第
一
項
第
十
号
、
第
七
条

第
一
項
第
十
号
、
第
八
条
第
一
項
第
十
号
、
第
九
条
第

六
号
、
第
十
一
条
第
七
号
及
び
第
十
二
条
第
一
項
第
十

二
号
に
規
定
す
る
戸
籍
抄
本
又
は
戸
籍
個
人
事
項
証

明
書
の
提
出
部
数
は
、
同
時
に
複
数
の
申
請
書
を
提
出



る
場
合
に
あ
つ
て
も
、
一
部
と
す
る
。 

す
る
場
合
に
あ
つ
て
も
、
一
部
と
す
る
。 

 
 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改

正
す
る
。



改 正 後 改 正 前 
 
様式第11号 （略） 

  

 
 

 
様式第11号 （略） 

  

様式第11号の２ （略） 

 

様式第11号の３ （略） 

 

様式第11号の４ （略） 

 



 
 
 

附 

則 
こ
の
教
育
委
員
会
教
育
長
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


